
訪問介護サービスにかかる重要事項説明書 
 

１.事業の目的と運営方針 

（目的）組合員とその家族および地域住民に、介護サービスを提供することによ

り、安心して生活できる地域づくりをすすめることを目的とする。 
（運営方針） 
○組合員とその家族および地域住民が要介護状態になった場合においても、その

有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、適切な

サービスが総合的かつ効率的に提供できるように配慮する。 
○利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公平中立に行う。 
○地域福祉の向上のため、市町、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者

その他保健・医療機関と密接に連携する。 
 

２.事業者 

法人名 はが野農業協同組合 

所在地 栃木県真岡市八条９５番地 

代表者氏名 代表理事組合長 渡辺 栄 

 

３.ご利用事業所 

訪
問
介
護
事
業 

事業所の名称 はが野農業協同組合 

介護保険事業所番号 ０９７０９０００２３ 号 

住所 栃木県真岡市飯貝５５９番地２ 

管理者名 鈴木 由香 

連絡電話番号 TEL ０２８５-８０-６２９４ 

サービス提供地域 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 

 

４.ご利用事業所の職員体制等 

 職員体制は下記の通りです。但し、人員は厚生労働省の定める基準に基づいて変更

いたします。 

職  種（資格） 人  員 
管理者    常勤１名 
サービス提供責任者   常勤、非常勤合計２名以上 
訪問介護員    常勤、非常勤合計１０名以上 

 
 
５．営業日・営業時間 
 営業日・営業時間は下記の通りです。但し、本組合が特別に定めた場合はこの限り

ではありません。 



営 業 日 月曜日～日曜日 
営業時間 午前８時～午後６時  

 
６．サービス利用基本料金および利用者負担 
利用者負担金は、市町村発行の「介護保険負担割合証」に記載の負担割合に基づき、

介護保険関係法令で定める次の介護給付費の１割・２割・３割を負担していただきま

す。なお、実際の利用者負担金の算出は１か月のサービス合計単位数により計算しま

す。 
（１）訪問介護費 

単

価 

身体介護 
２０分未満 

２０分以上～ 
３０分未満 

３０分以上～ 
１時間未満 

１時間以上～ 
１時間３０分未満 

１，８２７円 ２，７３６円 ４，３４９円 ６，３７１円 

生活援助 
２０分以上～ 
４５分未満 

４５分以上   

２，０１１円 ２，４７０円   

身体介護に引き

続き生活援助を

行なう場合  

身体介護２０分以上～３０分未満 
生活援助２０分以上～４５分未満 

身体介護２０分以上～３０分未満 
生活援助４５分以上～７０分未満 

３，４７１円 ４，１９６円 
身体介護３０分以上～１時間未満 
生活援助２０分以上～４５分未満 

身体介護３０分以上～１時間未満 
生活援助４５分以上～７０分未満 

５，０７４円 ５，８０９円 
※特定事業所加算後の単位に地域区分単価：１０．２１円を乗じた金額となっています。 
初回加算 ２，０４２円 
緊急時訪問加算 １，０２１円／回        
特定事業所加算 （Ⅱ）所定単位数の１００分の１０に相当する単位数 
介護職員等処遇 

改善加算 
（Ⅰ）所定単位数 × ２４．５％ × １０.２１円 
当該加算は区分支給限度基準額の算定対象外です。 

地域区分 ７級地 １単位 １０.２１円 

 
（２）サービス提供地域外の場合の交通費及び生活援助で買物等を行う場合の交通費 
 通常の実施地域を越えサービス提供を行う場合及び生活援助で買物等を行う場合

の交通費はその実費を請求させていただきます。なお、自動車を使用した場合の実費

は以下の額となります。 
・実施区域を越えた場合、営業区域外から片道１キロメートルごとに２０円。 
・利用者宅から買物等の目的地まで片道１キロメートルごとに２０円。 
 
３）介護保険給付限度額超過の場合 
 要介護度別に定められている介護保険給付限度額を超過するサービス提供分につ

いては、超過分につき全額自己負担となります。 



（４）利用者負担金等の支払 
 月末締切でＪＡはが野の口座の場合は翌月２５日振替、銀行口座・郵便局等の場合

は翌月２７日振替（ただし休日の場合は翌営業日とする）とし、原則として契約者（ま

たは代理人）名義の金融機関口座振替（振替依頼書に基づく）で処理させていただき

ます。やむをえず認定前にサービスを受けた場合など「償還払い」となる場合には、

いったん利用者が利用料の全額を事業者に支払い、利用者はその後市町村から保険給

付分（９割又は８割、７割）を受けることになります。 
 
（５）キャンセル 
 都合によりサービスの利用を中止される場合は下記の連絡先までご連絡下さい。 

利用中止の申し入れがなかった場合には、体調や容体の急変など、緊急やむを得ない

事情がある 

場合を除き、下記のとおりキャンセル料を請求させていただきます。 

 

時期 キャンセル料 

サービス利用の前日１７：００まで 無料 

サービス利用の前日１７：００以降 

サービス利用の当日 
サービス利用基本料金の１０％ 

訪問時不在の場合 サービス利用基本料金の２０％ 

※キャンセルの連絡先  ０２８５－８０－６２９４ 
 
７．訪問介護計画の作成とサービス記録 
 ①事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護計画を作

成し、その内容について利用者又はその家族等に対して説明し、合意を得ます。  
②事業者は、訪問介護計画の作成後、実施状況の把握を行い、利用者又は家族等の

合意を得て必要に応じて計画の変更を行います。 
 

８．衛生管理等 

（１）指定訪問介護の用に供する施設、設備又は飲用に供する水について、衛生的な

管理に努め、衛生上必要な措置を講じます。 
（２）必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めま

す。 
事業所において感染症が発生又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

をおおむね半年に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知

徹底します。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に



実施します。 

 

９．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次

に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 管理者 鈴木 由香 

（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について

従業者に周知徹底を図ります。 

（３）虐待防止のための指針の整備をします。 

（４）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親

族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

かに、これを市町に通報します。 

 
１０．身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等

のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ

とが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留

意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った

日時、理由及び対応等についての記録を行います。また事業者として、身体拘束をな

くしていくための取り組みを積極的に行います。 
（１）緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・

身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（２）非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危

険が及ぶことを予防することができない場合に限ります。 

（３）一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがな

くなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

１１．業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 
（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。 
（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

います。 



１２．第三者評価の実施状況 

□ 実施している 

 【実施日：   年  月  日】 

【評価機関名：                        】 

 【結果の開示状況：                      】 

☑ 実施していない 

 

１３．苦情対応 
 サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

訪問介護事業相談窓口 電話番号 ０２８５－８０－６２９４ 

対応者 鈴木由香 

真岡市介護保険係担当部署 電話番号 ０２８５－８３－８０９４ 

益子町介護保険係担当部署 電話番号 ０２８５－７２－８８５２ 

茂木町介護保険係担当部署 電話番号 ０２８５－６３－５６０３ 

市貝町介護保険係担当部署 電話番号 ０２８５－６８－１１１３ 

芳賀町介護保険係担当部署 電話番号 ０２８－６７７－６０１５ 

栃木県国民健康保険団体連合会 電話番号 ０２８－６４３－５４００ 

 

１４．事故等緊急時の対応 
 サービスの提供中に容態の急変・事故等が発生した場合は、主治医、救急、親族、

居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

主治医 
（かかりつけ医） 

医療機関名  

主治医氏名  

連絡先  

ご家族 
氏名  

連絡先  

 


